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令和７年度第４回江東区環境審議会会議録（書面開催） 

 

１ 書面開催日程 令和８年１月６日 

  

２ 審議会委員  

会  長   柳   憲一郎（明治大学名誉教授） 

 副 会 長       長谷川   猛（元東京都環境局理事） 

 委  員   芦 谷 典 子（東洋大学教授） 

        奥   真 美（東京都立大学教授） 

        村 上 公 哉（芝浦工業大学教授） 

        市 川 英 治（東京商工会議所江東支部副会長） 

        天 野 純 子（東京ガス株式会社東京東支店支店長） 

        戸 屋   輔（東京電力パワーグリッド株式会社江東支社支社長） 

        鈴 木 伸 枝（区民公募委員） 

        新井田 有 慶（区民公募委員） 

        山 中   聡（区民委員・江東区立中学校ＰＴＡ連合会長） 

        山 本 香代子（区議会・区民環境委員会委員長） 

        鬼 頭 たつや（区議会・区民環境委員会副委員長） 

 

３ 議題 

（１）「墨田清掃工場リニューアル事業」に係る環境影響評価調査計画書への意見の照会

に対する調査審議について（諮問） 

（概要） 

   標記の事業について、東京都環境影響評価条例第４５条により準用する第１９条

第１項の規定による環境保全の見地からの江東区長への意見の照会が、東京都知事

よりありました。 

これまで、本区では東京都から意見照会があった際、江東区環境基本条例（平成

１０年１２月１５日 江東区条例第４８号）第２０条第２項の規定に基づき、江東

区環境審議会へ調査審議いただいております。そのため、本件につきましても、調

査審議をいただくため、区長より本審議会への諮問がありました。 

（２）江東区環境審議会専門委員会への付託について 

   （概要） 

    議題１より、本件は本審議会にて調査審議の上、区長への答申となります。本件

は、環境への影響について専門的な見地から調査研究するため、同施行規則第７条

の規定に基づき、本審議会会長より、専門委員会の設置および委員の指名のうえ、

付託事項として「専門委員会」において調査審議することとなります。 
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   専門委員会委員の指名 奥 真美氏（委員長）、芦谷 典子氏、 

長谷川 猛氏、村上 公哉氏 

 

４ 配付資料 

資料１ 「墨田清掃工場リニューアル事業」に係る環境影響評価調査計画書への意見照

会に対する調査審議について（諮問） 

資料２ 江東区環境審議会専門委員会への付託について（写し） 

資料３ 環境影響評価調査計画書-墨田清掃工場リニューアル事業- 

参 考 「墨田清掃工場リニューアル事業」に係る環境影響評価調査計画書の送付、縦

覧依頼及び意見照会について 

 

５ 書面開催の経緯  

 環境影響評価調査計画書にかかる諮問等については、本来、東京都からの正式な通知が

届き次第、本審議会を対面にて開催の上、行われるところです。しかし、東京都の照会期

間が短いことを踏まえ、東京都からの事前連絡をもって、令和７年度第３回江東区環境審

議会において、「墨田清掃工場リニューアル事業」に係る環境影響評価調査計画書に関す

る流れについて審議され、以下の内容について了承されました。 

・東京都の正式な通知送付から、本審議会から江東区長への答申までの流れ 

・令和７年度第４回江東区環境審議会は、諮問・付託・環境審議会会長より専門委員会の

設置、委員及び委員長の指名について書面により開催する 

・答申提出にあたり、答申案作成までを本審議会会長へ一任する 

 

 令和７年度第４回江東区環境審議会は、上記了承に基づき書面にて開催され、各委員へ

配付資料を郵送等により送付し、「墨田清掃工場リニューアル事業」に係る環境影響評価

調査計画書にかかる諮問等について報告しました。 


